
防災気象情報等発表時の措置について

１　防災気象情報等について
(1) 特別警報：暴風、波浪、大雪、暴風雪
(2) レベル５特別警報：氾濫、大雨、土砂災害、高潮（避難行動に結びつけられている）
(3) レベル４危険警報：氾濫、大雨、土砂災害、高潮（避難行動に結びつけられている）
(4) 警報：暴風、波浪、大雪、暴風雪

２　授業等の扱いについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「京都・亀岡」「山城中部」「山城南部」のいずれかの地域や、学校所在地を含む地域（「桃山学区」「伏見区」「京都市（全域）」「京都・亀岡」など）に、「特別警報」「レベル５特別警報」「レベル４危険警報」「暴風警報」（以下、「危険警報等」という。）のいずれかが発表された場合や、「警戒レベル４避難指示」「警戒レベル５緊急安全確保」（以下、「避難情報等」という。）が発令された場合の授業等の扱いについて、以下のとおりとする。

（授業等の扱い）
(1) 午前６時３０分現在またはそれ以降に、「危険警報等」の発表や「避難情報等」が発令されているときは、自宅待機とする。
(2) 午前８時３０分までに「危険警報等」及び「避難情報等」のすべてが解除された場合は、３校時目から授業を行う。
(3) 午前１１時３０分までに「危険警報等」及び「避難情報等」のすべてが解除された場合は、５校時目から授業を行う。
(4) 午前１１時３０分時点で引き続いて「危険警報等」や「避難情報等」のいずれかが発表・発令されている場合は、臨時休業とする。

３　留意事項
(1) 気象情報、避難情報等、交通機関の運休等により安全に登校できないと判断した場合は、登校を控えること。この場合、出欠について配慮する。また、土曜日や日曜日、祝日、長期休業期間等の授業がない日についても同様とする。
(2) 行事等で校時変更等がある場合、解除による授業再開の時刻までに登校する。
(3) 上記の他、学校ホームページ等で必要な連絡をする場合がある。

４　その他
令和８年５月２８日から運用開始される「新たな防災気象情報」に基づく対応状況等により、措置内容を見直すことがある。
